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別記６

事業認定申請図書作成要領

（総 則）

第１条 この要領は、事業認定申請図書の作成に関する業務を委託する場合に適用するものとする。

（概況ヒアリング）

第２条 請負者は、事業認定申請図書等の作成に当たっては、発注者と概況ヒアリングを行うものとす

る。

（現地調査）

第３条 請負者は、用地調査等などに着手する前に調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、収用等土

地の状況及び土地に存する物件の大要を把握しなければならない。

（業務予定）

第４条 請負者は、前項に規定する現地調査等を行った後、速やかに業務予定について監督員と協議す

るものとする。

（立入等）

第５条 請負者は、用地調査等のため、他人の占有する土地、建物又は工作物に立ち入ろうとする場合

は、あらかじめ当該土地、建物又は工作物の占有者の同意及び監督職員の承諾を得なければならない。

２ 請負者は、前項に規定する同意が得られないときは、直ちに監督職員に報告し、その指示を得なけ

ればならない。

（設計協議）

第６条 請負者は、用地調査等を実施するに当たり、適正かつ円滑に施工するため必要に応じて監督職

員と連絡をとり、協議を行うものとする。打ち合わせ事項はその都度記録し、相互に確認するものと

する。

（法第４条に規定する土地等の調査）

第７条 請負者は、次の各号に掲げる場合には、関係官公署、事業所等において管理台帳に基づき、当

該各号に掲げる事項を調査するものとする。

一 起業地内に土地収用法（以下「法」という。）第４条に規定する土地等がある場合、当該土地等

（以下「法第４条地等」という。）の所在地、名称、構造、規格、規模

二 起業地内にある土地の利用について、法令の規定による制限がある場合、当該土地（以下「法令

制限」という。）の区域及び根拠法令

三 事業の施工に関して行政機関の免許、許可又は許可等の処分を必要とする場合、当該処分に係る

土地等（以下「許認可等に係る土地法」という。）の区分又は位置及び根拠法令

（法４条地等の物件精査）

第８条 請負者は、前条の管理台帳等に基づき、速やかに現地において当該調査結果の確認及び調査を

行うものとする。

（起業地を表示する図面等の作成）
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第９条 請負者は、次の各号によるほか、監督員の指示を受け、事業計画平面図（工事平面図）等に必

要な事項を記入、着色等を行い起業地を表示する図面等を作成するものとする。

一 位置図(別記様式１）を作成するものとする。

二 起業地を表示する図面（起業地表示図）（別記様式２）を作成するものとする。この場合におい

て収用地は薄い黄色、使用地は薄い緑色、権利等の収用又は使用は薄い赤色、保留地は黒の斜線で

明確に表示すること。

（法第４条地表示図作成）

第10条 請負者は、第７条及び第８条の調査結果に基づき、前条第２号の図面に、法第４条地等につ

いて色分け着色、番号を付して明確に表示するものとする。（別記様式２．４）

２ 法第４条地の判断時点は事業確定申請の時とし、監督員の指示によるものとする。

（法の制限地表示図作成）

第11条 請負者は、監督員の指示により、第７条第２号及び第８条の調査結果に基づき、第９条第２

号の区画に、法の制限地について色分け着色、番号を付して明確に表示するものとする。ただし、事

業認定申請の時において法の制限が解除されているもの及び届出をすれば解除されるものについて

は、原則として不要とする。

（関連事業表示作成）

第12条 請負者は、監督員の指示により、関連事業について第９条第２号の図面に板東を付して明確

に表示するものとする。また、これに関する関連事業計画書（別記様式３）を作成するものとする。

ただし、事業認定申請の時既に完了しているものについては不要とする。

（許認可等に関する土地表示図作成）

第13条 請負者は、監督員の指示により、事業施工に関して行政機関の許認可等を必要とする土地土

地等の区域について第９条第２号の図面に着色、番号を付して明確に表示するものとする。

（土地面積の概数積算）

第14条 請負者は、実測図及び第９条の図面に基づき、起業地内の全ての土地等の実測面積概数（10

㎡又は100㎡単位）（別記様式４）を積算するものとする。

この場合において使用目的別、現況地目別収用又は使用別に積算するものとし、該当がない場合は

その旨指示する。

（法第４条地調査書作成）

第15条 請負者は、第10条の図面に基づき、法第４条の面積、数量を施設別、規格別等に算出し、法

第４条に規定する土地に関する調書（別記様式５）を作成するものとする。

（管理者の意見照会書(案)作成）

第16条 請負者は、起業地内にある法第４条地について、各管理ごとに第10条、第11条の図面及び 前

条の法第４条調書を調製し、監督員の指示により、法第18条第２項第４号の意見照会書(案)（別 記様

式６）を作成するものとする。

ただし、既に占用許可書、使用承諾書をとっているものについては、省略することができるものと

する。
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（法の制限に関する意見照会書（案）作成）

第17条 請負者は、起業地内にある土地の利用制限について、各々の権限を有する行政機関ごとに第

９条及び第11条の図面を調製し、監督員の指示により、法第18条第２項第５号の意見照会書(案)（別

記様式７）を作成するものとする。

（関連事業に関する意見照会書(案）作成）

第18条 請負者は、起業地内に存する本体事業の施行に関連して必要となる事業について、第16条の

図面を併用し、監督員の指示により、法第18条第２項第3号の意見照会書(案)（別記様式８）を作 成

するものとする。

（許認可等に関する意見照会書(案)作成）

第19条 請負者は、各々権限を有する行政機関ごとに、第９条及び第13条の図面を調製し、事業の施

行に必要な許認可等を受けることができるように、監督員の指示により、法第18条第２項第６号の 意

見照会書(案)（別記様式９）を作成するものとする。

（事業認定申請書（案）等作成）

第20条 請負者は、監督員の指示により、法第17条に規定する様式に従い事業認定申請書（案）等を

作成するものとする。この場合の作成業務は事業認定申請書（別記様式10）、同添付書類（別記様式

11）、その他参考書類（別記様式12）の取りまとめ作成業務をいうものとする。

特に、その他参考資料（別記様式12に掲げる項目のうち(1)ル、(2)ト、(3)チ、(4)ワ）について

は監督員と十分協議のうえ資料整理を行うものとする。




























































